
               

町
民
の
皆
さ
ん
が
、
町
の
行
政
に
つ

い
て
、「
こ
こ
が
分
か
ら
な
い
」「
こ
こ

を
も
っ
と
知
り
た
い
」
な
ど
、
町
の
仕

事
へ
の
理
解
と
町
政
へ
の
参
画
を
促
す

た
め
に
、
町
職
員
を
講
師
と
し
て
派
遣

す
る
出
前
講
座
を
平
成
22
年
か
ら
新

し
く
始
め
ま
し
た
。
ま
た
、
出
前
講
座

は
町
民
と
行
政
と
の
情
報
共
有
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
も
目
的

と
し
て
い
ま
す
。 

〈
対
象
者
〉 

町
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
す
る
概

ね
５
人
以
上
で
構
成
さ
れ
た
グ
ル

ー
プ
（
単
位
自
治
会
、
活
動
団
体
、

サ
ー
ク
ル
な
ど
） 

〈
派
遣
の
で
き
る
日
時
と
場
所
〉 

・
派
遣
の
で
き
る
日
は
、
土
日
、
祝
祭

日
、
年
末
年
始
を
除
く
日
と
し
ま
す
。 

・
時
間
は
、
午
前
９
時
～
午
後
９
時
ま

で
の
間
、
１
講
座
（
１
派
遣
）
あ
た

り
１
時
間
30
分
を
限
度
と
し
派
遣

し
ま
す
。 

・
派
遣
す
る
場
所
は
、
町
内
の
公
共
施

設
、
自
治
会
館
、
集
会
所
な
ど
と
し

ま
す
の
で
、
場
所
の
準
備
な
ど
は
、

申
請
し
た
グ
ル
ー
プ
で
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

〈
申
請
の
流
れ
〉 

・
原
則
受
講
を
希
望
す
る
１
か
月
前
ま

で
に
、
担
当
（
総
務
課
企
画
財
務
グ

ル
ー
プ
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
担
当
者
よ
り
、
必
要
書
類
を

お
届
け
（
郵
送
ま
た
は
持
参
）
し
ま

す
の
で
、
お
受
け
取
り
後
、
速
や
か

に
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
必
要
な

手
続
き
を
行
い
、
実
施
の
決
定
な
ど

の
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。 

〈
費
用
負
担
〉 

・
町
職
員
の
派
遣
費
用
は
無
料
で
す
。 

・
出
前
講
座
に
必
要
な
資
料
等
の
印
刷

料
は
、
町
が
負
担
し
ま
す
。
た
だ
し
、

書
籍
等
の
著
作
権
の
伴
う
出
版
物

を
資
料
と
す
る
も
の
や
、
別
途
教
材

費
用
は
、
申
請
し
た
グ
ル
ー
プ
の
負

担
と
な
り
ま
す
。 

・
会
場
使
用
料
、
会
場
借
上
料
は
申
請

し
た
グ
ル
ー
プ
の
負
担
と
な
り
ま

す
。 

〈
出
前
講
座
の
項
目
〉 

項
目
に
つ
い
て
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
、
総
務
課
企
画
財
務
グ

ル
ー
プ
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

          

町
民
と
の
語
り
合
い
の
場
を
増
や
し
、

相
互
理
解
を
深
め
な
が
ら
町
民
と
行
政

と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
、
町
長
が
地
域
に
出
向
く
移
動
町

長
室
を
平
成
22
年
度
か
ら
実
施
し
て

い
ま
す
。 

〈
対
象
者
〉 

・
町
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
す
る
概 

ね
５
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
（
単
位
自 

治
会
、
活
動
団
体
、
サ
ー
ク
ル
な
ど
） 

 

〈
実
施
日
時
〉 

・
午
前
９
時
～
午
後
９
時
ま
で
の
間 

・
実
施
日
は
、
団
体
の
希
望
日 

〈
実
施
方
法
〉 

・
開
催
場
所
は
申
請
し
た
グ
ル
ー
プ
で

確
保
し
て
い
た
だ
き
、
会
場
設
営
と

テ
ー
マ
の
指
定
、
当
日
の
進
行
を
行

っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
時
間
は
、
１

回
あ
た
り
１
時
間
30
分
程
度
で
す
。 

・
町
長
と
の
対
話
は
、
フ
リ
ー
ト
ー
ク

で
行
い
ま
す
。 

・
町
か
ら
の
出
席
者
は
、
町
長
、
総
務

課
職
員
（
広
報
・
広
聴
担
当
）
、
必

要
に
応
じ
て
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
関

係
職
員
で
す
。 

〈
実
施
の
申
込
み
・
通
知
〉 

 

原
則
、
実
施
希
望
日
の
２
週
間
前
ま

で
に
、
電
話
や
直
接
総
務
課
窓
口
で

申
込
み
を
受
け
、
町
長
の
日
程
を
調

整
し
て
、
実
施
の
日
時
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
（
調
整
が
つ
か
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。） 

〈
費
用
の
負
担
等
〉 

会
場
使
用
料
や
資
料
、
語
ら
い
の
広

場
に
必
要
な
費
用
は
、
原
則
申
請
し

た
グ
ル
ー
プ
の
負
担
で
す
。 

 ◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

総
務
課
企
画
財
務
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
２
１
５
） 

▲３月に剣淵町東町自治会館で行

われた出前講座の様子 


